
吹 田 市 障 害 児 ・ 者 相 談 支 援 体 制 整 備 補 助 金 交 付 要 領  

（ 目 的 ）  

第１ 条  こ の 要 領 は 、 障 害 児 ・ 者 の 相 談 支 援 体 制 の 強 化 と サ ー ビ ス の 質 の 向 上 を 図

る た め 、障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律（ 平 成 17

年 法 律 第 123 号 。以 下「 障 害 者 総 合 支 援 法 」と い う 。）第 ５ 条 第 18 項 に 規 定 す る

特 定 相 談 支 援 事 業 並 び に 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 164 号 ） 第 ６ 条 の ２ の ２

第 ７ 項 に 規 定 す る 障 害 児 相 談 支 援 事 業 を 実 施 す る 事 業 所（ 以 下「 相 談 支 援 事 業 所 」

と い う 。）を 運 営 す る 法 人 に 対 し 補 助 金 を 交 付 す る こ と に よ り 、障 害 者 総 合 支 援 法

第 ５ 条 第 22 項 に 規 定 す る サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 案 及 び 児 童 福 祉 法 第 ６ 条 の ２ の ２

第 ８ 項 に 規 定 す る 障 害 児 支 援 利 用 計 画 案 （ 以 下 「 サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 案 等 」 と い

う 。） の 普 及 を 促 進 し 、 も っ て 障 害 児 ・ 者 の 福 祉 の 増 進 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。 

（ 補 助 金 ）  

第２ 条 補 助 金 は 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

（ １ ） 吹 田 市 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 等 普 及 促 進 事 業 補 助 金  

（ ２ ） 吹 田 市 相 談 支 援 従 事 者 初 任 者 研 修 受 講 料 補 助 金  

（ ３ ） 吹 田 市 相 談 支 援 事 業 所 借 上 費 補 助 金  

（ 補 助 対 象 事 業 ）  

第３ 条  補 助 金 の 交 付 対 象 は 、 次 に 掲 げ る 補 助 の 種 別 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 要

件 を 全 て 満 た し て い る 相 談 支 援 事 業 所 と す る 。  

（ １ ） 吹 田 市 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 等 普 及 促 進 事 業 補 助 金  

ア  市 内 の 新 規 開 設 又 は 既 存 相 談 支 援 事 業 所 が 、障 害 者 総 合 支 援 法 第 ５ 条 第 18

項 に 規 定 す る 計 画 相 談 支 援 及 び 児 童 福 祉 法 第 ６ 条 の ２ の ２ 第 ７ 項 に 規 定 す

る 障 害 児 相 談 支 援 (以 下 「 計 画 相 談 支 援 等 」 と い う 。 )を 専 従 で 行 う 、 障 害 者

の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 に 基 づ く 指 定 計 画

相 談 支 援 の 事 業 の 人 員 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 平 成 24 年 厚 生 労 働 省 令 第 28

号 ） 第 ３ 条 又 は 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 指 定 障 害 児 相 談 支 援 の 事 業 の 人 員 及 び 運



営 に 関 す る 基 準（ 平 成 24 年 厚 生 労 働 省 令 第 29 号 ）第 ３ 条 に 規 定 す る 相 談 支

援 専 門 員（ 以 下「 相 談 支 援 専 門 員 」と い う 。）を 新 た に １ 人 配 置 し 従 事 さ せ 、

新 規 契 約 利 用 者 に 係 る サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 案 等 を 作 成 す る こ と 。  

イ  ２ 年 以 上 継 続 的 に 、 当 該 法 人 が 運 営 す る 市 内 の 相 談 支 援 事 業 所 で 相 談 支 援

専 門 員 と し て 勤 務 す る 見 込 み で あ る こ と 。  

（ ２ ） 吹 田 市 相 談 支 援 従 事 者 初 任 者 研 修 受 講 料 補 助 金  

ア  市 内 の 新 規 開 設 又 は 既 存 相 談 支 援 事 業 所 が 、計 画 相 談 支 援 等 を 専 従 で 行 う 、

相 談 支 援 専 門 員 を 雇 用 す る こ と 又 は 雇 用 し て い る こ と 。  

イ  「 相 談 支 援 従 事 者 研 修 事 業 の 実 施 に つ い て 」（ 平 成 18 年 ４ 月 21 日 障 発 第

021001 号 厚 生 労 働 省 社 会・援 護 局 障 害 保 健 福 祉 部 ⾧ 通 知 ）に 規 定 す る 相 談 支

援 従 事 者 初 任 者 研 修（ 以 下「 初 任 者 研 修 」と い う 。）を 修 了 し た 日 の 属 す る 年

度 の 翌 年 度 の ４ 月 １ 日 ま で に 、 当 該 法 人 が 運 営 す る 市 内 の 相 談 支 援 事 業 所 に

相 談 支 援 専 門 員 と し て 勤 務 す る こ と 。  

ウ  相 談 支 援 専 門 員 と し て 、 ２ 年 以 上 継 続 的 に 、 当 該 法 人 が 運 営 す る 市 内 の 相

談 支 援 事 業 所 で 相 談 支 援 専 門 員 と し て 勤 務 す る 見 込 み で あ る こ と 。  

エ  初 任 者 研 修 を 修 了 し た 日 の 属 す る 月 か ら １ 年 以 内 に 、 サ ー ビ ス 等 利 用 計 画

案 等 を 39 件 を 目 標 に 作 成 す る こ と 。  

（ ３ ） 吹 田 市 相 談 支 援 事 業 所 借 上 費 補 助 金  

ア  本 市 に お い て 相 談 支 援 事 業 所 の 指 定 を 受 け て 、 市 ⾧ が 別 に 定 め る 日 ま で に

計 画 相 談 支 援 等 の 事 業 を 開 始 す る こ と 。  

イ  本 市 で 計 画 相 談 支 援 等 の 事 業 を 継 続 す る 意 思 が あ る こ と 。  

ウ  本 市 全 域 を 対 象 と し て 支 援 を 行 う こ と 。  

エ  障 害 種 別 や 年 齢 に 関 わ ら ず 支 援 を 行 う こ と 。  

（ 補 助 金 の 額 ）  

第４ 条 補 助 金 の 額 は 、次 に 掲 げ る 補 助 の 種 別 に 応 じ 、当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

（ １ ） 吹 田 市 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 等 普 及 促 進 事 業 補 助 金 は 、 利 用 者 に 係



る サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 案 等 の 新 規 作 成 １ 件 当 た り 50,000 円 と す る 。た だ し 、１

相 談 支 援 事 業 所 に つ き 、 申 請 日 の 属 す る 年 度 の 上 限 は 400,000 円 と す る 。  

（ ２ ） 吹 田 市 相 談 支 援 従 事 者 初 任 者 研 修 受 講 料 補 助 金 は 、 初 任 者 研 修 の 受 講 料 全

額 と す る 。  

（ ３ ） 吹 田 市 相 談 支 援 事 業 所 借 上 費 補 助 金 は 、 ２ 年 間 を 上 限 と し 、 １ 相 談 支 援 事

業 所 に つ き 月 額 30,000 円 を 上 限 と し 、 賃 貸 期 間 の 月 数 を 乗 じ て 得 た 額 又 は 相

談 支 援 事 業 所 の 賃 貸 期 間 に お け る 賃 借 料（ 共 益 費 を 含 む 。）の い ず れ か 少 な い 額

と す る 。  

（ 補 助 金 の 交 付 申 請 ）  

第５ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 補 助 の 種 別 に 応 じ た 申 請

書 に 、 当 該 各 号 に 定 め る 書 類 を 添 え て 指 定 さ れ た 期 日 ま で に 市 ⾧ に 申 請 し な け れ

ば な ら な い 。  

（ １ ） 吹 田 市 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 等 普 及 促 進 事 業 補 助 金  

ア  吹 田 市 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 等 普 及 促 進 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 様

式 第 １ 号 ）  

イ  初 任 者 研 修 の 修 了 を 証 す る 書 類 の 写 し  

ウ  相 談 支 援 専 門 員 経 歴 書 の 写 し  

エ  雇 用 関 係 確 認 書 類 の 写 し  

オ  組 織 体 制 図  

カ  新 規 利 用 者 に 係 る 利 用 契 約 書 及 び サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 案 等 の 写 し  

キ  当 該 サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 案 等 の 作 成 日 ご と の サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 案 等 を 作

成 し て い る 利 用 者 を 記 載 し た 利 用 者 一 覧 表 （ 様 式 第 ２ 号 ）  

ク  そ の 他 市 ⾧ が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ ２ ） 吹 田 市 相 談 支 援 従 事 者 初 任 者 研 修 受 講 料 補 助 金  

ア  吹 田 市 相 談 支 援 従 事 者 初 任 者 研 修 受 講 料 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 ５ 号 ）  

ア  初 任 者 研 修 の 受 講 料 を 支 払 っ た こ と を 証 す る 書 類 の 写 し  



イ  初 任 者 研 修 の 修 了 を 証 す る 書 類 の 写 し  

ウ  人 員 の 配 置 要 件 に 係 る 誓 約 書 （ 様 式 第 ６ 号 ）  

エ  そ の 他 市 ⾧ が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ ３ ） 吹 田 市 相 談 支 援 事 業 所 借 上 費 補 助 金  

ア  吹 田 市 相 談 支 援 事 業 所 借 上 費 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 ９ 号 ）  

イ  事 業 計 画 書 及 び こ れ に 伴 う 収 支 予 算 書 （ 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 、 指 定 障 害

児 相 談 支 援 事 業 の も の ） の 写 し  

ウ  運 営 規 定 の 写 し  

エ  相 談 支 援 事 業 所 と し て 使 用 す る 家 屋 に 係 る 賃 借 料 が 記 載 さ れ て い る 書 類 の

写 し  

オ  相 談 支 援 事 業 所 の 運 営 状 況 に 関 す る 資 料 （ 相 談 支 援 事 業 所 の 概 要 、 財 産 目

録 、 事 業 所 の 平 面 図 、 組 織 体 制 図 ）  

カ  計 画 相 談 支 援 等 に 従 事 す る 相 談 支 援 専 門 員 の 一 覧  

キ  賃 借 料 を 支 払 っ た こ と を 証 す る 書 類 の 写 し  

ク  そ の 他 市 ⾧ が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 補 助 金 の 交 付 決 定 ）  

第６ 条  市 ⾧ は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、 適 当

と 認 め た も の に つ い て 補 助 金 を 決 定 し 、 申 請 者 に 対 し 次 に 掲 げ る 補 助 の 種 別 に 応

じ た 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 に よ り 通 知 す る 。  

（ １ ） 吹 田 市 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 等 普 及 促 進 事 業 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書

（ 様 式 第 ３ 号 ）  

（ ２ ） 吹 田 市 相 談 支 援 従 事 者 初 任 者 研 修 受 講 料 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ７

号 ）  

（ ３ ） 吹 田 市 相 談 支 援 事 業 所 借 上 費 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 10 号 ）  

（ 補 助 金 の 交 付 請 求 ）  

第７ 条  前 条 の 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 を 受 け た 者 は 、 次 に 掲 げ る 補 助 の 種 別 に 応 じ



た 補 助 金 交 付 請 求 書 を 市 ⾧ に 提 出 し 、 補 助 金 の 交 付 を 請 求 し な け れ ば な ら な い 。  

（ １ ） 吹 田 市 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 等 普 及 促 進 事 業 補 助 金 交 付 請 求 書 （ 様

式 第 ４ 号 ）  

（ ２ ） 吹 田 市 相 談 支 援 従 事 者 初 任 者 研 修 受 講 料 補 助 金 交 付 請 求 書 （ 様 式 第 ８ 号 ） 

（ ３ ） 吹 田 市 相 談 支 援 事 業 所 借 上 費 補 助 金 交 付 請 求 書 （ 様 式 第 11 号 ）  

（ 補 助 金 の 交 付 ）  

第８ 条  市 ⾧ は 、 前 条 の 規 定 に よ る 補 助 金 の 交 付 請 求 を 受 け 付 け 、 審 査 の 上 、 適 当

と 認 め た と き は 、 当 該 請 求 者 に 補 助 金 を 交 付 す る 。  

（ 立 入 検 査 ）  

第９ 条  市 ⾧ は 、 補 助 金 の 執 行 の 適 正 を 期 し 、 補 助 事 業 の 円 滑 な 推 進 を 図 る た め 、

そ の 職 員 に 、 補 助 対 象 の 施 設 若 し く は 事 務 所 に 立 ち 入 り 、 事 業 の 状 況 若 し く は 帳

簿 、 書 類 そ の 他 の 物 件 を 検 査 さ せ 、 又 は 関 係 者 に 質 問 若 し く は 必 要 な 指 示 を さ せ

る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 補 助 金 の 交 付 を 受 け た 者 （ 以 下 「 補 助 事 業

者 」 と い う 。） は 、 正 当 な 理 由 が な い 限 り 、 こ れ ら を 拒 ん で は な ら な い 。  

（ 補 助 事 業 者 の 責 務 ）  

第 10 条 補 助 事 業 者 は 、 市 が 依 頼 す る 計 画 相 談 支 援 等 及 び サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 案

等 作 成 を 実 施 す る た め 、 補 助 金 を 交 付 決 定 し た 時 点 で の 、 計 画 相 談 支 援 等 に 必 要

な 相 談 支 援 専 門 員 の 確 保 及 び 管 理 に 留 意 し て 補 助 事 業 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

（ 帳 簿 等 の 整 備 ）  

第 11 条 補 助 事 業 者 は 、 当 該 補 助 事 業 に 係 る 収 入 及 び 支 出 に 関 す る 帳 簿 並 び に 証

拠 書 類 を 常 に 整 備 し て お か な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 補 助 事 業 者 は 、 市 ⾧ か ら 帳

簿 等 の 提 出 の 指 示 が あ っ た と き は 、 当 該 帳 簿 等 を 速 や か に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。  

（ 書 類 の 保 存 ）  

第 12 条 補 助 事 業 者 は 、当 該 補 助 事 業 の 施 行 に 関 す る 書 類 及 び 帳 簿 等 を 、当 該 補 助

事 業 が 終 了 し た 年 度 の 翌 年 度 か ら 起 算 し て 10 年 間 保 存 し な け れ ば な ら な い 。  



（ 補 助 の 取 消 し 等 ）  

第 13 条 市 ⾧ は 、 補 助 金 の 交 付 を 受 け る 者 あ る い は 受 け た 者 が 次 の 各 号 の い ず れ

か に 該 当 す る と き は 、 補 助 金 を 交 付 せ ず 、 若 し く は 減 額 し 、 又 は 全 部 若 し く は 一

部 を 返 還 さ せ る こ と が で き る 。  

（ １ ） こ の 要 領 に 違 反 し た と き 。  

（ ２ ） 虚 偽 そ の 他 不 正 な 行 為 に よ り 補 助 を 受 け 、 又 は 受 け よ う と し た と き 。  

（ ３ ） そ の 他 市 ⾧ が 不 適 当 と 認 め た と き 。  

（ 市 ⾧ の 指 示 ）  

第 14 条 市 ⾧ は 、 補 助 金 の 使 用 に つ い て 、 必 要 な 指 示 を す る こ と が で き る 。   

（ 委 任 ）  

第 15 条 こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、補 助 金 の 交 付 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、福 祉 部

⾧ が 定 め る 。   

附 則 

（ 施 行 期 日 ）  

こ の 要 領 は 、 令 和 ５ 年 10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  



様 式 第 １ 号 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

年   月   日    

（ 申 請 先 ） 吹 田 市 ⾧  

 所 在 地  

 法 人 名  

 代 表 者  

 電話番号 

 

吹 田 市 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 等 普 及 促 進 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書  

 

吹 田 市 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 等 普 及 促 進 事 業 補 助 金 の 交 付 を 吹 田 市 障 害

児 ・ 者 相 談 支 援 体 制 整 備 補 助 金 交 付 要 領 第 ５ 条 第 １ 号 の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 申

請 し ま す 。  

 

１  交 付 申 請 額  

   金         円  

２  添 付 書 類  

   （ １ ） 初 任 者 研 修 の 修 了 を 証 す る 書 類 の 写 し  

   （ ２ ） 相 談 支 援 専 門 員 経 歴 書 の 写 し  

   （ ３ ） 雇 用 関 係 確 認 書 類 の 写 し  

   （ ４ ） 組 織 体 制 図  

   （ ５ ） 新 規 利 用 者 に 係 る 利 用 契 約 書 及 び サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 案 の 写 し  

   （ ６ ） 利 用 者 一 覧 表 （ 様 式 第 ２ 号 ）  

   （ ７ ） そ の 他 市 ⾧ が 必 要 と 認 め る 書 類  

  



様 式 第 ２ 号 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

利 用 者 一 覧 表  

種 別  番 号  受 給 者 証 番 号  利 用 者 氏 名  計 画 案 作 成 日  

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
案 

１     

２     

３     

４     

５     

６     

７     

８     

合 計  件  

 

種 別  番 号  受 給 者 証 番 号  利 用 児 童 氏 名  計 画 案 作 成 日  

障
が
い
児
支
援
利
用
計
画
案 

１     

２     

３     

４     

５     

６     

７     

８     

合 計  件  

 

総 計  件  



様 式 第 ３ 号 （ 第 ６ 条 関 係 ）  

吹 福 障 第    号    

 年  月  日    

（    年 ）       

所 在 地 

法 人 名  

代 表 者          様  

吹 田 市 ⾧          

 

   吹 田 市 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 等 普 及 促 進 事 業 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書  

 

     年   月   日 付 け 申 請 の 吹 田 市 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 等 普 及 促

進 事 業 補 助 金 は 、 吹 田 市 障 害 児 ・ 者 相 談 支 援 体 制 整 備 補 助 金 交 付 要 領 第 ６ 条 第 １ 号

の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 通 知 し ま す 。  

 

１  交 付 金 額  

金        円  

２  交 付 決 定 の 条 件  

   同 要 領 第 ３ 条 第 １ 号 の 要 件 を 遵 守 す る こ と 。  

  



様 式 第 ４ 号 （ 第 ７ 条 関 係 ）  

 

年   月   日    

 （ 請 求 先 ） 吹 田 市 ⾧  

 所 在 地 

 法 人 名  □印  

 代 表 者  ○印  

 電話番号 

 

   吹 田 市 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 等 普 及 促 進 事 業 補 助 金 交 付 請 求 書  

 

     年   月   日 付 け  吹 福 障 第    号 で 決 定 通 知 の あ っ た 事 業 補 助 金

を 次 の と お り 請 求 し ま す 。  

 

１  金 額 

   金        円  

２  口 座 

 下 記 の 口 座 に 振 り 込 ん で く だ さ い 。  

口 座 振 替  

依 頼 書  

金 融 機 関 名  支 店 名  種 目  

  １ 普通預金 ２ 当座預金 ３ その他  

金融機関コード 店舗コード 口 座 番 号  

              

フ リ ガ ナ   

口 座 名 義 人  
 

 

  



様 式 第 ５ 号 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

年   月   日    

（ 申 請 先 ） 吹 田 市 ⾧  

 所 在 地 

 法 人 名 

 代 表 者  

 電話番号 

 

   吹 田 市 相 談 支 援 従 事 者 初 任 者 研 修 受 講 料 補 助 金 交 付 申 請 書  

 

 吹 田 市 相 談 支 援 従 事 者 初 任 者 研 修 受 講 料 補 助 金 の 交 付 を 吹 田 市 障 害 児 ・ 者 相 談 支

援 体 制 整 備 補 助 金 交 付 要 領 第 ５ 条 第 ２ 号 の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 申 請 し ま す 。  

 

１  交 付 申 請 額  

   金        円  

２  添 付 書 類  

   （ １ ） 初 任 者 研 修 の 受 講 料 を 申 請 者 が 支 払 っ た こ と を 証 す る 書 類 の 写 し 

   （ ２ ） 初 任 者 研 修 の 修 了 を 証 す る 書 類 の 写 し  

   （ ３ ） 人 員 の 配 置 要 件 に 係 る 誓 約 書 （ 様 式 第 ６ 号 ）  

   （ ４ ） そ の 他 市 ⾧ が 必 要 と 認 め る 書 類  

  



様 式 第 ６ 号 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

年   月   日    

（ 宛 先 ） 吹 田 市 ⾧  

 所 在 地 

 法 人 名 

 代 表 者  

 電話番号 

 

   人 員 の 配 置 要 件 に 係 る 誓 約 書  

 

 吹 田 市 障 害 児 ・ 者 相 談 支 援 体 制 整 備 補 助 金 交 付 要 領 第 ３ 条 第 ２ 号 の 規 定 に 基 づ

き 、 人 員 の 配 置 要 件 に つ い て 、 下 記 の と お り 満 た す よ う 誓 約 を い た し ま す 。  

法 人 名   

事 業 所 名   

事 業 所 所 在 地   

相 談 支 援 従 事 者 名   

勤 務 期 間      年   月   日 か ら ２ 年 以 上  

 

 上 記 に 係 る 条 件 を 満 た さ な い 場 合 は 、 障 が い 福 祉 室 と 協 議 の う え 、 人 員 の 配 置 要

件 を 満 た す よ う 当 該 事 由 の 発 生 し た 日 か ら ２ 年 以 内 に 必 要 な 措 置 を 講 じ ま す 。  

  



様 式 第 ７ 号 （ 第 ６ 条 関 係 ）  

吹 福 障 第    号    

 年  月  日    

（    年 ）       

所 在 地 

法 人 名  

代 表 者          様  

吹 田 市 ⾧          

 

   吹 田 市 相 談 支 援 従 事 者 初 任 者 研 修 受 講 料 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書  

 

     年   月   日 付 け 申 請 の 吹 田 市 相 談 支 援 従 事 者 初 任 者 研 修 受 講 料 補 助

金 は 、 吹 田 市 障 害 児 ・ 者 相 談 支 援 体 制 整 備 補 助 金 交 付 要 領 第 ６ 条 第 ２ 号 の 規 定 に よ

り 、 次 の と お り 通 知 し ま す 。  

 

１  交 付 金 額  

金        円  

２  交 付 決 定 の 条 件  

   同 要 領 第 ３ 条 第 ２ 号 の 要 件 を 遵 守 す る こ と 。  

  



様 式 第 ８ 号 （ 第 ７ 条 関 係 ）  

年   月   日    

 （ 請 求 先 ） 吹 田 市 ⾧  

 所 在 地 

 法 人 名  □印  

 代 表 者 ○印  

 電話番号 

 

   吹 田 市 相 談 支 援 従 事 者 初 任 者 研 修 受 講 料 補 助 金 交 付 請 求 書  

 

     年   月   日 付 け  吹 福 障 第    号 で 決 定 通 知 の あ っ た 受 講 料 補 助

金 を 次 の と お り 請 求 し ま す 。  

 

１  金 額 

   金        円  

２  口 座 

 下 記 の 口 座 に 振 り 込 ん で く だ さ い 。  

口 座 振 替  

依 頼 書  

金 融 機 関 名  支 店 名  種 目  

  １ 普通預金 ２ 当座預金 ３ その他  

金融機関コード 店舗コード 口 座 番 号  

              

フ リ ガ ナ   

口 座 名 義 人  
 

 

  



様 式 第 ９ 号 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

年   月   日    

（ 申 請 先 ） 吹 田 市 ⾧  

 所 在 地 

 法 人 名 

 代 表 者  

 電話番号 

 

   吹 田 市 相 談 支 援 事 業 所 借 上 費 補 助 金 交 付 申 請 書  

 

 吹 田 市 相 談 支 援 事 業 所 借 上 費 補 助 金 の 交 付 を 吹 田 市 障 害 児 ・ 者 相 談 支 援 体 制 整 備

補 助 金 交 付 要 領 第 ５ 条 第 ３ 号 の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 申 請 し ま す 。  

 

１  交 付 申 請 額  

   金        円  

   （ 月 額        円    か 月 ）  

２  添 付 書 類  

   （ １ ） 事 業 計 画 書 及 び こ れ に 伴 う 収 支 予 算 書 の 写 し  

      （ 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 、 指 定 障 害 児 相 談 支 援 事 業 の も の ）  

   （ ２ ） 運 営 規 定 の 写 し  

   （ ３ ） 相談支援事業所として使用する家屋に係る賃借料が記載されている書類の写し 

   （ ４ ） 相 談 支 援 事 業 所 の 運 営 状 況 に 関 す る 資 料  

      （ 相 談 支 援 事 業 所 の 概 要 、 財 産 目 録 、 事 業 所 の 平 面 図 、 組 織 体 制 図 ）  

   （ ５ ） 計 画 相 談 支 援 等 に 従 事 す る 相 談 支 援 専 門 員 の 一 覧  

   （ ６ ） 賃 借 料 を 支 払 っ た こ と を 証 す る 書 類 の 写 し  

   （ ７ ） そ の 他 市 ⾧ が 必 要 と 認 め る 書 類  



様 式 第 10 号 （ 第 ６ 条 関 係 ）  

吹 福 障 第    号    

 年  月  日    

（    年 ）       

所 在 地 

法 人 名 

代 表 者         様  

吹 田 市 ⾧          

 

   吹 田 市 相 談 支 援 事 業 所 借 上 費 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書  

 

     年   月   日 付 け 申 請 の 吹 田 市 相 談 支 援 事 業 所 借 上 費 補 助 金 は 、  

吹 田 市 障 害 児 ・ 者 相 談 支 援 体 制 整 備 補 助 金 交 付 要 領 第 ６ 条 第 ３ 号 の 規 定 に よ り 、 次

の と お り 通 知 し ま す 。  

 

１  交 付 金 額  

金        円  

２  交 付 決 定 の 条 件  

   同 要 領 第 ３ 条 第 ３ 号 の 要 件 を 遵 守 す る こ と 。  

 

  



様 式 第 11 号 （ 第 ７ 条 関 係 ）  

年   月   日    

 （ 請 求 先 ） 吹 田 市 ⾧  

 所 在 地 

 法 人 名  □印  

 代 表 者 ○印  

 電話番号 

 

   吹 田 市 相 談 支 援 事 業 所 借 上 費 補 助 金 交 付 請 求 書  

 

     年   月   日 付 け  吹 福 障 第    号 で 決 定 通 知 の あ っ た 事 業 所 借 上

費 補 助 金 を 次 の と お り 請 求 し ま す 。  

 

１  金 額 

   金        円  

２  口 座 

 下 記 の 口 座 に 振 り 込 ん で く だ さ い 。  

口 座 振 替  

依 頼 書  

金 融 機 関 名  支 店 名  種 目  

  １ 普通預金 ２ 当座預金 ３ その他  

金融機関コード 店舗コード 口 座 番 号  

              

フ リ ガ ナ   

口 座 名 義 人  
 

 

 


